
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）
、
水
道
施
設
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第
一
条
第
十
七
号
ハ
並
び
に
給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
関
す
る
省

令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
一
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

第
一

水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
方
法
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
第
五
十
一
号
」
を
「
第
五
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
七
号
中

「
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
八
号
及
び
第
二
十
九
号
」
を
「
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号
、
第
三
十
号

及
び
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

亜
硝
酸
態
窒
素

別
表
第
十
三
に
定
め
る
方
法



別
表
第
１
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
試
薬
及
び
培
地

(
1
)
精
製
水

(
2
)
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

(
3
)
標
準
寒
天
培
地

ペ
プ
ト
ン

（カ
ゼ
イ
ン
の
パ
ン
ク
レ
ア
チ
ン
水
解
物

）５
ｇ

粉
末
酵
母
エ
キ
ス
2
.
5
ｇ

ブ
ド
ウ
糖
１
ｇ
及

、
、

び
粉
末
寒
天
1
5
ｇ
を
精
製
水
約
9
0
0
m
l
に
加
熱
溶
解
さ
せ

滅
菌
後
の
p
H
値
が
6
.
9

～7
.
1
と
な
る
よ
う
に
調
整
し

、

た
後

精
製
水
を
加
え
て
１
Ｌ
と
し

高
圧
蒸
気
滅
菌
し
た
も
の

、
、

別
表
第
２
の
１
中
「１

培
地
」
を
「１

試
薬
及
び
培
地

」
に
改
め
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か

(4)

(7)

(1)

(3)

(4)

ら

ま
で
と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(6)

(4)

(
1
)
精
製
水

(
2
)
チ
オ
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

(
3
)
エ
チ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

別
表
第
３
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(8)

(10)

(1)

(7)

(3)

(9)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の



(
2
)
硝
酸

別
表
第
４
の
１

中
「別

表
第
３
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

(4)

(4)

(6)

(3)

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

を

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(3)

(3)
(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
硝
酸

別
表
第
５
の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
表
の
１

中
「別

表
第
４
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
４
の
１

(10)

(12)

(9)

(11)

(8)

(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
、
「別

表
第

(8)

(10)

(7)
４
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
４
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

か
ら

ま
で
を
同

か
ら

ま
で
と

(7)

(9)

(3)

(6)

(5)

(8)

し
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(3)

(3)

(
4
)
硝
酸

別
表
第
５
の
１
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第
６
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を

(13)

(15)

(10)

(12)

(12)

(14)

(9)



「別
表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
、
「別

表
第
５
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
５
の
１
(
9
)

」
に
、
「別

表
第
４
の
１
(
3
)

」
を

「別
表
第
４
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

か
ら

ま
で
を
同

か
ら

ま
で
と
し
、
同

を
同

(9)

(11)

(3)

(8)

(5)

(10)

(2)

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(3)

(3)
(
4
)
硝
酸

別
表
第
６
の
１
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第
７
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

(6)

(10)

(3)

(5)

(7)

(9)

(2)

(4)

(4)

に
加
え
る
。

(
5
)
硫
酸

(
6
)
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第
７
の
１
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(3)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
硝
酸



別
表
第
８
の
１

中
「別

表
第
３
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

(6)

(6)

(9)

(5)

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

を

(5)

(8)

(4)

(7)

(3)

同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(6)

(2)

(4)

(4)

(
5
)
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第
８
の
１
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(3)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
硝
酸

別
表
第
９
の
１

中
「別

表
第
３
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

(6)

(6)

(9)

(5)

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

中

(5)

(8)

(4)

(7)

(3)

「別
表
第
８
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
８
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次

(3)

(6)

(2)

(4)

(4)

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(
5
)
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第
９
の
１
中

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(3)

(3)

(
1
)
精
製
水

別
表
第
８
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。



(
2
)
硝
酸

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
３
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

10

(10)

(10)

(13)

(9)

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

を

(9)

(12)

(8)

(11)

(7)

同

と
し
、
同

中
「別

表
第
８
の
１
(
3
)

」
を
「別
表
第
８
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

(10)

(6)

(6)

(9)

(5)

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(7)

(7)

(
8
)
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

(4)

(6)

(1)

(3)

(3)

(5)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
硝
酸

別
表
第

の
５
中
「ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム
溶
液

」
の
下
に
「
（2

0
ｗ
／
ｖ
％

）
」
を
加
え
る
。

10

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
３
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

11

(8)

(8)

(13)

(7)

中
「別

表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

を

(7)

(12)

(6)

(11)

(5)

同

と
し
、
同

中
「別

表
第
８
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
８
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

(10)

(4)

(4)

(9)

(3)

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(7)

(7)

(
8
)
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム



別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

11

(2)

(6)

(1)

(5)

(5)

(
1
)
精
製
水

別
表
第
1
0
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。

(
2
)
硝
酸

(
3
)
硫
酸

（１
＋
１

）
(
4
)
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
溶
液

（３
ｗ
／
ｖ
％

）

別
表
第

の
５
中
「ヨ

ウ
化
カ
リ
ウ
ム
溶
液

」
の
下
に
「
（2

0
ｗ
／
ｖ
％

）
」
を
加
え
る
。

11

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

12

(17)

(20)

(10)

(16)

(13)

(19)

(9)

(10)

(10)

に
加
え
る
。

(
1
1
)
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

（４
ｗ
／
ｖ
％

）

(
1
2
)
ア
セ
ト
ン

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12

(8)

(9)

(7)

(8)

(6)

(
7
)
Ｎ

Ｎ

―ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

，

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

中
「硝

酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素
並
び
に
フ
ッ
素
及
び
塩
化
物
イ
オ
ン

」
を
「亜

硝
酸
態
窒
素

13



硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝
酸
態
窒
素

フ
ッ
素
並
び
に
塩
化
物
イ
オ
ン

」
に
改
め
、
同
表
の
１
中

を

と
し
、

、
、

(8)

(9)

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(7)

(3)

(8)

(1)

(
2
)
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
溶
液

（5
0
m
g
／
m
l

）

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
2
.
5
ｇ
を
精
製
水
に
溶
か
し
て
5
0
m
l
と
し
た
も
の

こ
の
溶
液
は

冷
暗
所
に
保
存
し

１
か
月
以
上
を
経
過
し
た
も
の
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

、
、

。

別
表
第

の
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

な
お

残
留
塩
素
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は

試
料
１
Ｌ
に
つ
き
エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
溶
液

（5
0
m
g
／
m
l

）１
、

、

m
l
を
加
え
る

た
だ
し

亜
硝
酸
態
窒
素
の
検
査
を
行
わ
な
い
場
合
は

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
溶
液
の
添
加
を
省
略

。
、

、

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第

の
４

の
表
１
亜
硝
酸
態
窒
素
の
項
中
「0

.
0
1

～1

」
を
「0

.
0
0
4

～0
.
4

」
に
改
め
る
。

13

(1)

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

(7)

(8)

(3)

(6)

(4)

(7)

(2)

(
3
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２

オ
中
「ヘ

リ
ウ
ム
ガ
ス

」
の
下
に
「又

は
こ
れ
と
同
程
度
の
感
度
を
得
ら
れ
る
も
の

」
を
加
え

14

(4)

る
。別

表
第

の
１

中
「別

表
第
1
4
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
1
4
の
１
(
8
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

15

(8)

(8)

(9)

(7)

「別
表
第
1
4
の
１
(
6
)

」
を
「別

表
第
1
4
の
１
(
7
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
4
の
１
(
5
)

」

(7)

(8)

(6)



を
「別

表
第
1
4
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
4
の
１
(
3
)

」
を

(6)

(7)

(5)

(6)

(4)

「別
表
第
1
4
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(5)

(3)

(4)

(2)

(
3
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２

ア
中
「で

き
る
の
も
の

」
を
「で
き
る
も
の

」
に
改
め
る
。

15

(11)

別
表
第

の
１

、

及
び

中
「１

４

―ジ
オ
キ
サ
ン

」
を
「測

定
対
象
成
分

」
に
改
め
、
同

を
同

と

16

(1)

(2)

(3)

，

(7)

(8)

し
、
同

か
ら

ま
で
を
同

か
ら

ま
で
と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(6)

(5)

(7)

(3)

(
4
)
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
２
の
１

中
「エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
2
.
5
ｇ
を
精
製
水
に
溶
か
し
て
5
0
m
l
と
し
た
も
の

」
を
「別

表
第

16

(2)

1
3
の
１
(
2
)
の
例
に
よ
る

」
に
改
め
る
。

。

別
表
第

の
２
の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
6
)

」
を
「別

表
第
1
9
の
１
(
1

16

(12)

(16)

(11)

(15)

(10)

0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
5
)

」
を
「別

表
第
1
9
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を

(10)

(14)

(9)

(9)

同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
1
9
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

(13)

(8)

(12)

(7)

(7)

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(11)

(6)

(
7
)
塩
酸

(
8
)
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム



(
9
)
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

（無
水

）

(
1
0
)
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
２
の
３
中
「エ

チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
溶
液

」
の
下
に
「
（5

0
m
g
／
m
l

）
」
を
加
え
る
。

16

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

17

(10)

(13)

(5)

(9)

(8)

(12)

(4)

(6)

(6)

に
加
え
る
。

(
7
)
無
水
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

17

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２
の
１

中
「別

表
第
1
7
の
１
(
1
0
)

」
を
「別

表
第
1
7
の
１
(
1
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、

17

(6)

(6)

(7)

同

中
「別
表
第
1
7
の
１
(
9
)

」
を
「別

表
第
1
7
の
１
(
1
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

(5)

(5)

(6)

(4)

(5)

中
「別

表
第
1
7
の
１
(
5
)

」
を
「別

表
第
1
7
の
１
(
8
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
7
の
１

(3)

(3)

(4)

(2)

(
4
)

」
を
「別

表
第
1
7
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(3)

(1)



(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２
の
４

の
表
１
中
「２

(
3
)
エ
①

」
を
「２

(
4
)
エ
①

」
に
、
「２

(
3
)
エ
②

」を

「２
(
4
)
エ
②

」

17

(2)

に

改
め
る
。

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(15)

(22)

(14)

(21)

（13）

（19）

（19）

(
2
0
)
メ
チ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(12)

(18)

(11)

（16）

（16）

(
1
7
)
ヘ
キ
サ
ン

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(10)

(15)

(9)

（13）

（13）

(
1
4
)
無
水
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(4)

(8)

(8)

(12)

(3)

(6)

(6)

(
7
)
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(2)

(3)

(3)

(
4
)
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

（無
水

）



(
5
)
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

19

(1)

(
2
)
ア
セ
ト
ン

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、
同

中
「別
表
第
４
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
４
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を

20

(7)

(9)

(6)

(6)

同

と
し
、
同

中
「別

表
第
４
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
４
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

(8)

(5)

(5)

(7)

(4)

「別
表
第
３
の
１
(
7
)

」
を
「別

表
第
３
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

(4)

(6)

(3)

る
。

(
4
)
硝
酸

（１
＋
１

）

(
5
)
硝
酸

（１
＋
1
6
0

）

別
表
第

の
２

ア
中
「ポ

リ
マ

系
充
填
材

」
を
「ポ

リ
マ

系
充
填
剤

」
に
改
め
る
。

20

(2)

ー
ー

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
2
の
１
(
1
3
)

」
を
「別

表
第
1
2
の
１
(
1
6
)

」

21

(4)

(5)

(3)

(4)

(2)

に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の



別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

(6)

(9)

(5)

(8)

(4)

(5)

(5)

(
6
)
塩
酸
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

(
7
)
エ
チ
ル
ア
ル
コ

ル

（9
5
ｖ
／
ｖ
％

）

ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

22

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
３
中
「1

0
ｗ
／
Ｖ
％

」
を
「1

0
ｗ
／
ｖ
％

」
に
改
め
る
。

22

別
表
第

中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

23

１
試
薬

精
製
水

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

24

(5)

(7)

(4)

(6)

(3)

(4)

(4)

(
5
)
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

24

(2)

(3)

(1)

(
2
)
メ
チ
ル
ア
ル
コ

ル
ー



測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

24

(1)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

25

(2)
(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２

エ
中
「例

に
よ
る

」
を
「例

に
よ
る

」
に
改
め
る
。

25

(3)

。

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同

中
「別

表
第
2
5
の
１
(
2
)
の
例
に

26

(7)

(8)

(3)

(6)

(4)

(7)

(2)

よ
る

」
を
「測

定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

。

(2)

(3)

(1)

る
。

(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２

ア
中
「別

表
第
1
5
の
２
(
9
)
ア

」
を
「別

表
第
1
5
の
２
(
1
1
)
ア

」
に
改
め
る
。

26

(11)

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う

27

(7)

(9)

(4)

(6)

(6)

(8)

(3)

(4)

(4)

に
加
え
る
。

(
5
)
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の



別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

27

(2)

(3)

(1)

(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２
の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同

中
「別

表
第
2
5
の
１
(
2
)

」

27

(7)

(8)

(3)

(6)

(4)

(7)

(2)

を
「別

表
第
2
6
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(3)

(1)

(
2
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

28

(9)

(11)

(4)

(8)

(6)

(10)

(3)

(
4
)
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
5
)
ト
ル
エ
ン

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

か
ら

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

28

(1)

(3)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
2
)
亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

（１
ｗ
／
ｖ
％

）

(
3
)
メ
チ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の



別
表
第

の
２
の
１

中
「別

表
第
2
8
の
１
(
9
)

」
を
「別

表
第
2
8
の
１
(
1
1
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

28

(10)

(10)

(12)

中
「別

表
第
2
8
の
１
(
8
)

」
を
「別

表
第
2
8
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
2
8
の
１

(9)

(9)

(11)

(8)

(
7
)

」
を
「別

表
第
2
8
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

中

(8)

(10)

(7)

(9)

(6)

(8)

(5)

「別
表
第
2
8
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
2
8
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

(5)

(7)

(4)

る
。

(
5
)
窒
素
ガ
ス

別
表
第
2
8
の
１
(
4
)
の
例
に
よ
る
。

(
6
)
ト
ル
エ
ン

別
表
第
2
8
の
１
(
5
)
の
例
に
よ
る
。

別
表
第

の
２
の
１

か
ら

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

28

(1)

(4)

(
1
)
精
製
水

別
表
第
2
8
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。

(
2
)
亜
硫
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

（１
ｗ
／
ｖ
％

）
(
3
)
メ
チ
ル
ア
ル
コ

ール

別
表
第
2
8
の
１
(
3
)
の
例
に
よ
る
。

(
4
)
四
ホ
ウ
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

（0
.
0
1
m
o
l
／
Ｌ

）



別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
6
)

」
を
「別

表
第
1

29

(17)

(24)

(16)

(23)

(15)

(22)

(14)

9
の
１
(
1
0
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
1
9

(14)

(21)

(13)

(20)

(12)

の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
1
9
の
１
(
5
)

」
を
「別

表
第
1
9
の
１
(
9
)

」
に
改
め
、
同

(12)

(19)

(11)

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(11)

(16)

(16)

(
1
7
)
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

（無
水

）

(
1
8
)
イ
ソ
ア
ミ
ル
ア
ル
コ

ル
ー

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

29

(10)

(14)

(14)
(
1
5
)
ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

29

(9)

(13)

(8)

(12)

(7)

(11)

(6)

(7)

(7)

(
8
)
塩
酸

(
9
)
空
気
又
は
窒
素
ガ
ス

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

(
1
0
)
無
水
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

29

(5)

(6)

(4)



(
5
)
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

別
表
第

の
２

ア
中
「別

表
第
1
5
の
２
(
9
)
ア

」
を
「別
表
第
1
5
の
２
(
1
1
)
ア

」
に
改
め
る
。

29

(3)

別
表
第

の
４

中
「測

定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い

」
を
削
る
。

29

(1)

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

31

(4)

(5)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(
2
)
無
炭
酸
精
製
水

精
製
水
を
約
５
分
間
煮
沸
し
て
二
酸
化
炭
素
及
び
炭
酸
を
除
い
た
後

空
気
中
か
ら
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し

、

な
い
よ
う
に
常
温
ま
で
放
冷
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
品
質
を
有
す
る
も
の

別
表
第

の
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

31

(1)

(
1
)
精
製
水

別
表
第

の
１

中
「別
表
第
3
1
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
3
1
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

32

(4)

(4)

(5)

(3)

「別
表
第
3
1
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
3
1
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
1
の
１
(
2
)

」

(3)

(4)

(2)

を
「別

表
第
3
1
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(3)

(1)

(
2
)
無
炭
酸
精
製
水

別
表
第
3
1
の
１
(
2
)
の
例
に
よ
る
。

別
表
第

の
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

32

(1)

(
1
)
精
製
水



別
表
第

の
３
中
「精

製
水

」
を
「無

臭
味
水

」
に
、
「上

記
２

」
を
「上

記
３

」
に
改
め
、
同
３
を
同
４
と
し

33

、
同
２
を
同
３
と
し
、
同
１
を
同
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
試
薬

(
1
)
精
製
水

(
2
)
粒
状
活
性
炭

(
3
)
無
臭
味
水

精
製
水
を
粒
状
活
性
炭
１
Ｌ
当
た
り
毎
分
1
0
0

～2
0
0
m
l
で
通
し
た
も
の
又
は
こ
れ
と
同
程
度
の
品
質
を
有
す

る
も
の

別
表
第

の
３
中
「精

製
水
」
を
「無

臭
味
水

」
に
、
「上

記
２

」
を
「上

記
３

」
に
改
め
、
同
３
を
同
４
と
し

34

、
同
２
を
同
３
と
し
、
同
１
中
「別

表
第
3
3
の
１

」
を
「別

表
第
3
3
の
２

」
に
改
め
、
同
１
を
同
２
と
し
、
同
２
の

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
試
薬

(
1
)
精
製
水

(
2
)
粒
状
活
性
炭

(
3
)
無
臭
味
水

別
表
第
3
3
の
１
(
3
)
の
例
に
よ
る
。



別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

35

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
3
5
の
１
(
2
)

」
を
「別
表
第
3
5
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

36

(2)

(2)

(3)

(1)

「別
表
第
3
5
の
１
(
1
)

」
を
「別

表
第
3
5
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

(1)

(2)

(2)

る
。

(
1
)
精
製
水

別
表
第
3
5
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
5
の
１
(
1
)

」
を
「別

表
第
3
5
の
１
(
2
)

」
に

37

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

38

(4)

(5)

(1)

(3)

(2)

(4)

(2)

(
1
)
精
製
水

測
定
対
象
成
分
を
含
ま
な
い
も
の

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

39

(3)

(3)

(4)

(2)

「別
表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」

(2)

(3)

(1)



を
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

別
表
第
3
8
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。

別
表
第

の
１
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に

40

(5)

(6)

(4)

(5)

(3)

改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と

(3)

(4)

(2)

(2)

(3)

し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」
を
「別
表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の

(1)

(1)

(2)

(2)

よ
う
に
加
え
る
。

(
1
)
精
製
水

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

41

(3)

(3)

(4)

(2)

「別
表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」

(2)

(3)

(1)

を
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

別
表
第
3
8
の
１
(
1
)
の
例
に
よ
る
。

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
を
「別

表
第
4
0
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

42

(5)

(5)

(6)

(4)

「別
表
第
4
0
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」

(4)

(5)

(3)

を
「別

表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１

(3)

(4)

(2)



(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を

(2)

(3)

(1)

(1)

同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

別
表
第

の
１

中
「別

表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
を
「別
表
第
4
0
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

43

(5)

(5)

(6)

(4)

「別
表
第
4
0
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」

(4)

(5)

(3)

を
「別

表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１

(3)

(4)

(2)

(
3
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を

(2)

(3)

(1)

(1)

同

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(2)

(
1
)
精
製
水

別
表
第

の
１

中
「別
表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
を
「別

表
第
4
0
の
１
(
6
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中

44

(5)

(5)

(6)

(4)

「別
表
第
4
0
の
１
(
4
)

」
を
「別

表
第
4
0
の
１
(
5
)

」
に
改
め
、
同

を

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」
を

(4)

(5)

(3)

「別
表
第
3
8
の
１
(
4
)

」
に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
3
)

」

(3)

(4)

(2)

に
改
め
、
同

を
同

と
し
、
同

中
「別

表
第
3
8
の
１
(
1
)

」
を
「別

表
第
3
8
の
１
(
2
)

」
に
改
め
、
同

を
同

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

(
1
)
精
製
水

第
二

給
水
装
置
の
構
造
及
び
材
質
の
基
準
に
係
る
試
験
（
平
成
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ



う
に
改
正
す
る
。

第
２
の
３
の
表
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

亜
硝
酸
態
窒
素

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法

（陰
イ
オ
ン

）

第
２
の
３
の
表
１
，
２

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
濁
度
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

｜

１
２

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法
又
は
Ｈ
Ｓ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，

｜

第
２
の
３
の
表
エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
ア
ミ
ン
類
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

第
２
の
３
の
表
２
，
４

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
項
及
び
２
，
６

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
ス

｜

｜

チ
レ
ン
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
４

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン

固
相
抽
出

―ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

―質
量
分
析
法

（以
下

「固
相
抽

，

｜

出
―Ｇ

Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

」と
い
う

。

）

２
６

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン

固
相
抽
出

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，

｜

第
三

資
機
材
等
の
材
質
に
関
す
る
試
験
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。３

の
表
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

亜
硝
酸
態
窒
素

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法

（陰
イ
オ
ン

）



３
の
表
１
，
２

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
濁
度
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

｜

１
２

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法
又
は
Ｈ
Ｓ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，

｜

３
の
表
エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
ア
ミ
ン
類
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

３
の
表
２
，
４

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
項
及
び
２
，
６

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン
の
項
を
削
る
。

｜

｜

３
の
表
ス
チ
レ
ン
の
項
、
１
，
２
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
の
項
及
び
１
，
３
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
の
項
を
削
り
、
同
表
Ｎ
，
Ｎ

―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
の
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

ス
チ
レ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法
又
は
Ｈ
Ｓ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

２
４

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン

固
相
抽
出

―ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

―質
量
分
析
法

（以
下

「固
相
抽

，

｜

出

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

」と
い
う

。

）

２
６

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン

固
相
抽
出

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，

｜

１
２

―ブ
タ
ジ
エ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法
又
は
Ｈ
Ｓ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，

１
３

―ブ
タ
ジ
エ
ン

Ｐ
Ｔ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法
又
は
Ｈ
Ｓ

―Ｇ
Ｃ

―Ｍ
Ｓ
法

，


